
◎提出・問い合わせ先　総務課総務係　　☎82－3111（内線212・213）　直通75－6210　

　町では、会計年度任用職員（※）の選考対象者登録の申込みを随時受け付けています。

　町が、新たに会計年度任用職員を任用する必要がある場合に、選考対象者として登録された方のうちから、書
類または面接による選考を行います。
　選考を経てからの任用となりますので、先着順ではありません。また、登録したことで会計年度任用職員とし
て任用することを約束するものではありませんのでご注意ください。なお、選考は必要に応じて行うもので、任
用する時期、職種および勤務条件はその都度異なります。
※「会計年度任用職員」とは、地方自治体が任用する非常勤の職員のうち、４月から３月までの１会計年度の期
　間内を限度に任用される、いわゆる臨時・パート・アルバイトの職員をいいます。

　⑴　事務補助
　⑵　資格または特殊な技能、若しくは経験を必要とする職（保育士、保健師など）

　祝祭日および年末年始を除く月曜日から金曜日の勤務を原則とし、職務により異なりますが、原則とし
て下記⑴、⑵の区分によります。
　⑴　フルタイム勤務　原則、１日７時間 45 分、週５日の勤務
　⑵　パートタイム勤務　⑴よりも短い勤務時間、日数での勤務

　条例・規則の規定により、基本給および通勤手当、期末手当、勤勉手当等を支給します。また、規定により、
任用期間が一定以上の場合、週（または年間）の勤務日数に応じた有給または無給の休暇があります。

　勤務条件により、一定以上の任期、週勤務時間を超える場合は、健康保険、厚生年金、雇用保険への加
入があります。ただし、退職手当の支給対象となった場合は、雇用保険の対象ではなくなります。

次のどちらかの方法で登録手続きをしてください。
　⑴　書面での登録
　　　坂城町会計年度任用職員選考対象者登録申込書（町ホームページか
　　　らダウンロード可能）を記入し、郵送または総務課総務係（役場２階）
　　　の窓口に提出してください。

　⑵　ながの電子申請サービスでの登録
　　　右記のＱＲコードから登録手続きをしてください。
　　　　ＵＲＬ（https://apply.e-tumo.jp/town-sakaki-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=50517）

坂城町会計年度任用職員　
選考対象者登録制度のお知らせ

　職種および職務内容

　勤務日数・時間など

　給与、休暇など

　保険加入など

　登録方法

ご不明な点がありましたら、下記へお問い合わせください。

　町では、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障害者雇用を推進しております。障害者手帳を
お持ちの方は、手帳に記載の障害区分等を申込書に記載してください。　※必須ではありません。

回収日 回収場所 

９月７日・２１日 坂城中学校 南側駐車場 

１０月５日・１９日 日精樹脂工業（株）様 駐車場 

１１月２日・１６日 びんぐし湯さん館 第１駐車場 

１２月７日・２１日 坂城町役場 北側駐車場 

１月４日・１８日 坂城中学校 南側駐車場 

２月１日・１５日 日精樹脂工業（株）様 駐車場 

３月１日・１５日 びんぐし湯さん館 第１駐車場 

※回収時間は午前８時３０分～１０時です。 

　小型家電製品に使用される、リチウムイオン電池などの充電式電池は、これまで役場に設置している回収
ボックスや、回収協力店にて回収を行ってきました。しかし近年、これらが原因の発火事故が、全国的に多発
していることを受け、回収の機会を増やすために９月からサンデーリサイクルでも回収を始めます。なお、役
場や回収協力店でも引き続き回収を行っています。

◎問い合わせ先　住民環境課環境保全係　
　　　　　　　　☎82－3111（内線125）　
　　　　　　　　　直通75－6204

回収方法 今後の回収日程

充電式電池（リチウムイオン電池・ニカド電池・ニッケル水素電池・鉛蓄電池）及びこれらを内蔵した小型家電製品
※充電式電池を取り外せる場合は取り外して小型家電製品と充電式電池に分けてお出しください。

　小型家電製品の回収場所に
専用容器があるので、充電式
電池の種類ごとに分けて出し
てください。

ワイヤレスイヤホン スマートフォン 加熱式たばこ モバイルバッテリー ハンディ扇風機

ニカド電池 ニッケル水素電池 鉛蓄電池リチウムイオン電池
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